
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
） 

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、

　

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
介
護
保
険
室
） 

一

〇
農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
） 

二

〇
公
共
用
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
用　

地　

課
） 

二

〇
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
都
市
計
画
課
） 

二

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
） 

二

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
） 

三

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
に
関
す
る
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す
る
土
地
の

　

指
定 

（
農
村
整
備
課
） 

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
） 

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

） 

三

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
） 

四

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

） 

五

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
） 

五

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
） 

五

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
） 

五

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

 

五

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

 

六

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
年
分
） 

 

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表 

 

八

 
規

則

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
六
号

　
　
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
及
び
第
八
号
」
及
び
「
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十

九
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
設
立
時
」
を
削
る
。

　

第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
七
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
八
」
に
改

め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「に

お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
51   条

第
１
項
の
設
立
時

」
を
削
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「就

職

」
を
「就

任

」
に
、「第

40   条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
77   条

第
２
項

」
を
「第

31   条
の

８

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「第

40   条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
83   条

」
を
「第

32   条
の
３

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
七
号

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
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ス
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
（
裏
面
）
中
「社

団
法
人

」
「財

団
法
人

」
を
「一

般
社
団
法
人

」
「一

般
財
団
法
人

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
八
号

　
　
　

農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
中
「
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
六
条
」
を
「
第

三
十
三
条
の
六
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「当

農
業
共
済
組
合

」
を
「　
　

農
業
共
済
組
合

」
に
、「事

業
実
施
上
支
障

」
を
「

業
務
が
遅

滞
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ

」
に
、「第

42   条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
56   条

」
を
「第

33   条
の
６

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「に

お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
83   条

」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
九
号
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後

の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

公
共
用
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

，
，

，

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
九
号

　
　
　

公
共
用
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
共
用
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
三
号
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
一
年
六
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
宮
城

県
林
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
農
業
公
社
」

の
下
に「（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
十
一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
農
地
管
理
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い

う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
財
団
法
人
宮
城
県
環
境
事
業
公
社
」
の
下
に
「（
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
に
財

団
法
人
宮
城
県
廃
棄
物
処
理
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
別
表
第

四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、「
受
託
団
体
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
号

　
　
　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「社

団
法
人
日
本
塗
料
工
業
会

」
の
下
に
「（昭

和
61   年
４
月
８
日
に
社
団
法
人
日
本
塗
料
工
業
会
と

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う

）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
一
号
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
屋
外
広
告
物
条

例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

。
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の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｍ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

山
口　
�
美

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
字
青
葉
八
百
九
番

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
自
然
科
学
お
よ
び
工
学
技
術
を
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
た
め
の

医
療
工
学
に
関
す
る
研
究
・
教
育
事
業
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
を
行
い
、

も
っ
て
、我
が
国
の
少
子
高
齢
化
社
会
の
改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
一
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
日
根
牛
地
区
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次

の
従
前
の
土
地
を
、
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
す
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

土
地
の
表
示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
雄
勝
町
名
振
字
二
枚
畑
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
二
枚
畑
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

大
崎
市
岩
出
山
字
上
東
昌
寺
沢
二
〇
一
の
二
五
・
二
〇
一
の
二
九
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）、
二
〇
一
の
五
〇
、
二
〇
一
の
五
八
、
二
〇
一
の
五
九

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養
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名　
　
　

称

仙
台
東
脳
神
経
外
科
病

院

所　
　

在　
　

地

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
一
丁
目

一
二

－

一

認
定
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
一

日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
三
年
十
月
三

十
一
日

市
町
村
名

登
米
市

大
字

登
米
町
大
字
日
根
牛

字
峯
畑
前

地
番

百
六
十
八

地
目田

用
途田

地
積　

㎡

二
、
〇
二
六
の
う
ち
一
、
〇
七
〇



三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
北
二
三
の
三
、
二
三
の
六
、
二
三
の
七

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
か
ん
養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
北
三
六
の
一
、
三
六
の
三
、
三
六
の
八
・
三
六
の
九
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）、
北
川
内
字
按
台
九
の
一
、
一
〇
・
一
五
の
一
・
一
五
の
二
・
一
七
の
一
（
以
上
四
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
七
の
三
、
一
八
、
北
川
内
字
大
谷
六
〇
・
六
一
・
北
川
内
字
山
神
前
四

七
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
四
八
の
一
、
四
八
の
二
・
四
八
の
三
・
四
九
の

二
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
北
川
内
字
荒
柴
三
の
一
二
、
三
の
一
三
、
北
川
内
字

上
野
山
一
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
五
の
四
、
二
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
二
三
の

一
、
二
三
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

亘
理
大
河
原
川
崎
線

三　

道
路
の
区
域

第2011号　平成20年11月21日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）



　
〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
名
取
土
地
改
良
区
役

員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

所　

長　
　

齋　
　

藤　
　

俊　
　

夫　
　
　

　

退
任
し
た
者

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

所　

長　
　

大　
　

平　
　

輝　
　

雄　
　
　

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
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村
田
町
大
字
村
田
字
北
塩
内
八
五
番
二
地
先
か
ら

同
町
大
字
村
田
字
小
池
一
七
九
番
一
八
地
先
ま
で

前後

四
九
・
〇
〜六
九
・
八

四
三
・
五
〜四
九
・
五

九
四
・
〇

九
四
・
〇

道

路

の

種

類

国

道

路

線

名

三
百
四
十
七

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
寒
風
沢
岳
国
有
林
二
一
八
林
班
ろ

一
小
班
地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
崎
字
寒
風
沢
岳
国
有
林
二
一
八
林
班
ろ
一
小

班
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年

十
一
月
二
十
一
日

退

任

年

月

日

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

氏　
　
　

名

伊　

深　
　
　

忠

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
戸
ノ
内
八
番
地
の

一

役
職
名

理　

事

届　
出　
者　
の　
名　
称

加
美
町

地　

区　

名

西
小
野
田

事　
業　
の　
名　
称

農
村
振
興
総
合
整
備
統
合
補

助
事
業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
押
分
字
与
奈
十
一
番
五

　

岩
沼
市
相
の
原
二
丁
目
六
番
二
百
五
十
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東　

寛
美

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

多
賀
城
市
留
ヶ
谷
一
丁
目
二
百
四
十
番
三
、
二
百
四
十

二
番
一
及
び
二
百
四
十
七
番
一

　

多
賀
城
市
下
馬
一
丁
目
一
番
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　

亀
山　

光
男



 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
百
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
政
党
の
支
部
）

 

　　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）
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政
治
団
体
の
名
称

浅
田
お
さ
む
後
援
会

高
橋
か
つ
お
後
援
会

代
表
者
氏
名

富
永　

邦
夫

鈴
木　
　

満

会
計
責
任
者

氏　
　
　

名

本
田　

忠
雄

千
葉　

伍
郎

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
鈴
根
三
六

栗
原
市
栗
駒
稲
屋
敷
金
田
一
〇－

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
一
日

平
成
二
十
年

十
月
三
十
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
宮
城
県

宅
建
支
部

同自
由
民
主
党
宮
城
県

第
二
選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
宮
城
県

第
一
選
挙
区
支
部

代
表
者
氏
名

松
田　

英
一

同中
野　

正
志

土
井　
　

亨

異
動
事
項

代　

表　

者

会
計
責
任
者

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）

新

松
田　

英
一

田
所　

照
章

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

旧

石
川　

清
紀

庄
司　

正
和

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年十
月
一
日

平
成
二
十
年十
月
一
日

平
成
二
十
年十
月
一
日

平
成
二
十
年十
月
三
日

民
主
党
宮
城
県
第
４

区
総
支
部

民
主
党
宮
城
県
参
議

院
選
挙
区
第
１
総
支

部民
主
党
宮
城
県
第
３

区
総
支
部

石
山　

敬
貴

櫻
井　
　

充

橋
本　

清
仁

（
公
職
の
種

類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）

係
政
治
団
体

参
議
院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

参
議
院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

平
成
二
十
年

十
月
二
十
四
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
八
日

平
成
二
十
年
十
月
三
十
日

政
治
団
体
の
名
称

宮
城
県
不
動
産
政
治

連
盟

同菊
地
健
次
郎
後
援
会

三
品
彰
夫
後
援
会

村
上
英
人
と
「
明
日

の
蔵
王
を
創
る
会
」

風
が
走
る
会

宮
城
県
医
師
連
盟

代
表
者
氏
名

松
田　

英
一

同二
階
堂
昭
昌

鎌
田　

幸
一

齋
藤　

孝
吉

遠
藤　

克
美

伊
東　

潤
造

異
動
事
項

代　

表　

者

会
計
責
任
者

代　

表　

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名　
　
　

称

代　

表　

者

新

松
田　

英
一

田
所　

照
章

二
階
堂
昭
昌

三
品　

彰
夫

刈
田
郡
蔵
王
町
大

字
平
沢
字
下
町
後

一－

三

風
が
走
る
会

伊
東　

潤
造

旧

石
川　

清
紀

日
下　
　

均

渡
辺　
　

弘

三
品　

一
美

刈
田
郡
蔵
王
町
大

字
円
田
字
西
浦
北

三
〇－

七

新
し
い
風
が
走
る

会師　
　

研
也

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年十
月
一
日

平
成
二
十
年十
月
一
日

平
成
二
十
年十
月
七
日

平
成
二
十
年十
月
八
日

平
成
二
十
年十
月
八
日

平
成
二
十
年十
月
九
日

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

民
主
党
宮
城
県
第
６

区
総
支
部

民
主
党
宮
城
県
参
議

院
選
挙
区
第
２
総
支

部

岡
崎
ト
ミ
子

岡
崎
ト
ミ
子

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

参
議
院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

平
成
二
十
年十
月
八
日

平
成
二
十
年十
月
十
日

同ほ
り
え
一
男
と
や
さ

し
い
ま
ち
づ
く
り
の

会中
野
正
志
後
援
会

同目
黒　
　

弘

佐
々
木
昌
二

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

佐
藤　

和
宏

柴
田
郡
大
河
原
町

字
新
桜
町
一
二－

一
〇

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

佐
藤　

博
信

柴
田
郡
大
河
原
町

字
東
新
町
四－

一

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
九
日

平
成
二
十
年十
月
一
日
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中
野
正
志
政
経
フ

ォ
ー
ラ
ム

政
経
フ
ォ
ー
ラ
ム

土
井
と
お
る
チ
ャ
レ

ン
ジ　
21

岡
崎
ト
ミ
子
の
会

中
野　

正
志

土
井　
　

亨

和
田　
　

弘

岡
崎
ト
ミ
子

（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）
（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）
（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）
（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

係
政
治
団
体

中
野
正
志
、
衆
議

院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
か
つ

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

中
野
正
志
、
衆
議

院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
か
つ

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

土
井
亨
、
衆
議
院

議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

土
井
亨
、
衆
議
院

議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
か
つ

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

参
議
院
議
員

岡
崎
ト
ミ
子
、
参

議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

平
成
二
十
年十
月
一
日

平
成
二
十
年十
月
三
日

平
成
二
十
年十
月
三
日

平
成
二
十
年十
月
十
日

石
山
け
い
き
後
援
会

石
山
け
い
き
を
支
え

る
会

桜
井
充
後
援
会

櫻
井
充
を
支
援
す
る

会

佐
々
木
啓
一

石
山　

敬
貴

刀
根　
　

功

櫻
井　
　

充

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）
（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）
（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
種

類
）
（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
か
つ

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

菅
野
哲
雄
、
衆
議

院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

石
山
敬
貴
、
衆
議

院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
か
つ

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

衆
議
院
議
員

石
山
敬
貴
、
衆
議

院
議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

櫻
井
充
、
衆
議
院

議
員

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
か
つ

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

参
議
院
議
員

櫻
井
充
、
参
議
院

議
員

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

十
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
四
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
四
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
八
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
八
日

菅
野
哲
雄
後
援
会

菅
野　

哲
雄

国
会
議
員
関

法
第
十
九
条
の
七

国
会
議
員
関
係
政

平
成
二
十
年



　
〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
岸
田
清
実
と
共
に
歩
む
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
10   月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

417,550

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

417,550

       

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

417,550

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

417,550

       

円
�
組
織
活
動
費

417,55

      0  

円

 

 合
計

 

 

417,55

      0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
十
八

条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
以
外
の
者
か
ら
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
要
旨

を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

　

（政
治
資
金
規
正
法
第
18   条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
西
村
明
宏
君
を
励
ま
す
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
10   月
28   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

10,370,00

         0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

10,370,00

         0  

円
�
支
出
総
額

10,370,00

         0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

10,370,000

          

円
�
西
村
明
宏
君
を
励
ま
す
会

10,370,000

          

円

 

 合
計

 

 

10,370,00

         0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

﹇特
定
パ
テ
ィ

の
概
要

﹈

 

ー
ー

　
　
　
　� 
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
　��
　
　� 
対
価
に
係
る
収
入
の
　��
　
　� 
対
価
の
支
払
を
し
　��
　
　� 
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
　��

　
　
　
　��
名
称
　
　
　
　
　
　
　��
　
　��
金
額
　
　
　
　
　
　
　��
　
　��
た
者
の
数
　
　
　
　��
　
　��
開
催
場
所
　
　
　
　
　��

　
　
　
　
西
村
明
宏
君
を
励
ま
 

10,370,000
円
 

831人
 

仙
台
市
青
葉
区

　
　
　
　
す
会

第2011号　平成20年11月21日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）
　
　
政
治
団
体
の
名
称

岸
田
清
実
と
共
に
歩
む
会

代
表
者
の
氏
名

佐
々
木　
�

　
　
　
　
解
散
年
月
日

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

　
　
　
解
散
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
六
日

税
理
士
に
よ
る
桜
井

充
を
支
援
す
る
会

中
川　

信
廣

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

（
公
職
の
候

補
者
の
氏
名

及
び
公
職
の

種
類
）

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

櫻
井
充
、
衆
議
院

議
員

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

平
成
二
十
年

十
月
二
十
八
日



小
計

10,370,00

         0  

円
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

546,813

       

円

　
　
　
　

�
人
件
費

508,26

      3  

円

　
　
　
　

�
備
品
・
消
耗
品
費

700

   

円

　
　
　
　

�
事
務
所
費

37,85

     0  

円

イ
政
治
活
動
費

9,823,187

         

円
�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

3,022,387

         

円

ａ
政
治
資
金
パ
テ
ィ
開
催
事
業
費

3,022,38

        7  

円

　
　
　
　

�
寄
附
・
交
付
金

6,800,80

        0  

円

 

 合
計

 

10,370,00

 

         0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ー
ー

（9）　 平成20年11月21日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2011号　　 


